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千葉市入札適正化・苦情検討委員会の審議について  

 

 

 千葉市入札適正化・苦情検討委員会は、平成２６年度発注工事について千葉市の入札及び

契約に係る事務における公平性の確保並びに客観性及び透明性の向上を図るための審議を行

ったので、下記のとおり結果を報告する。 

 

記 

  

１ 審議対象 

  千葉市が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況及び入札・契約制度の改善状

況等の報告を受け、一般競争入札の入札参加資格設定理由、指名競争入札の指名理由及び

随意契約の相手方の選定理由等について審議した。 

 

２ 審議経過及び審議結果 

平成２６年度中に本委員会を次のとおり開催し、千葉市から入札及び契約手続の運用状

況等や抽出案件の説明を受け慎重に審議を行った結果、入札及び契約に係る事務は、適正

に処理されていることが認められた。 

 

平成２６年 ８月２８日 平成２６年度第１回委員会 審議案件 ８件 

平成２６年１１月１２日 平成２６年度第２回委員会 審議案件 ８件 

平成２７年 ２月１０日 平成２６年度第３回委員会 審議案件 ６件 

 

３ 意見 

 委員会は、平成２６年度中で各委員より抽出された案件計２２件の審議を行ってきたが、

内容について特に問題は見当たらなかった。また、当委員会の審議内容を踏まえたうえで、

千葉市が様々な入札契約制度の改善に積極的に取り組んでいることは評価できる。 

とくに、学校施設の耐震補強工事及び国の経済対策工事における特例措置や、一部の工

事における技術者及び現場代理人の配置要件の緩和などは、工事の円滑な発注に一定の効

果があったと考える。 

引き続き、早期着工が求められる案件などについては、特例措置など発注方法の工夫に

ついて検討されたい。 

今年度の審議において、共同企業体施工については、単独施工に比べ、入札参加者数が

相対的に少なく、競争性の確保に課題があることが確認できた。 

原因の一つとして、共同企業体施工の発注基準額が低いことが考えられる。このため、

他自治体の制度を参考に、共同企業体施工の発注基準額の見直しを行われたい。 

また、平成２５年度から試行している、入札参加資格における地域要件の細分化につい

ては、特に問題なく運用されていることが確認できたが、各社の手持工事が多くなる年度

末になると、入札参加者が少なくなる傾向があるため、発注時期について更なる工夫に努

められたい。 

  その他、一部の案件で、最低制限価格と同額での入札者が多く見受けられたため、過度

な競争による低価格入札の影響で労働者や下請業者へしわ寄せが及ぶことが無いよう、今

後、最低制限価格の市独自の算定基準などについて研究されたい。 

  最近、全国的な工事需要の増加に伴い、労務費や原材料費の高騰が予期しない速さで進

み、公共工事においては、全国的に入札不調が多く発生している状況である。 

今後も、入札契約制度について、常に現状を把握し、公平性、透明性及び競争性を確保

され、制度の目的が達成されているかを検証しながら、より効果的な改善に努められたい。 
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